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『ＪＲ東海労ニュース1928号』、『業務速報902号』で明

らかにしてきたとおり、今春闘における会社の回答はベ

ア1,500円（35歳ポイント）、夏季手当支給月数2,95箇月

というものでした。

この回答は、安全安定輸送を支え好調な業績を築き上

げてきた社員の努力に誠意をもって応えたものとは到底

評価できません。そしてＪＲ東海労の要求とはかけ離れ

た回答です。

従ってＪＲ東海労は３月13日、要求に対し満額回答を

求め『申31号』であらためて団体交渉を申し入れました。

再申し入れ内容

１．回答を撤回し、基本給を全組合員一律3,500円

引き上げること。

２．2014年度夏季手当は回答を撤回し、基準内賃金

と補償措置額の3.5ヶ月分を支給すること。

３．東海道新幹線開通50周年を記念し、これまでの

社員と家族の努力に報いるため、全国で使用可

能な５万円分の「商品券」を支給すること。

会社回答は大いに不満！
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ＪＲ東海労働組合

統一要求・統一闘争で2014ＪＲ春闘を闘おう！⑨


